
建築主事
指定確認検査機関

申請者等
(設計者)

(一財)大阪建築防災センター
構造計算適合性判定センター

建築確認申請と構造計算適合性判定審査を同時に申請する場合の審査フロー

　     事前審査無しで正式受付もできますが、確認申請書と構造計算適合性判定申請書との不整合があれば、計画変更

　　として、再度申請が必要となる場合があります。

②
事前審査

持ち込みによる受付

郵送等による受付

Web（データ送信）による受付

構造計算適合性判定申請書等申請図書を受付後、直ちに審査を開始し

ます。

(Web申請については、最新の情報欄をご覧下さい。)

構造計算適合性判定 開始

意匠図と構造図に不整合がある場合は、構造図を正として判定し、不備

ページに記入します。

※但し、構造図に不整合多数の場合は、申請者に修正を求め修正図面

が提出されるまで審査を中断します。

④
正式受付用の構造関係

図書を作成してください。

⑨

適合判定通知書の発行

⑩

適合判定

通知書

③
事前審査質疑書
（適判・確認機関）から

の質疑書による修正

をお願いします。

確認申請書

②

建築確認申請に係る

構造関係図書の審査

確認検査機関からの質

疑事項と構造計算適合

性判定での質疑事項の

修正事項を確認し提出

図書の整合性を確認す

る。

事前審査申込

⑥ 判定受付書発行

⑤

正式受付
申請書（正・副）提出

⑧追加質疑がある場合

は確認機関にも質疑

内容を提出し説明回

答書の作成をしてくだ

さい

追加説明回答書

の内容確認

①
確認申請書の作

成

⑪

確認済証

追加説明事項の

ある場合

追加説明事項の

ない場合

特に留意すべき

事項の照会・確認

特に留意すべき事項があれば照会・回答確認

⑦ 回答書内容確認

事前審査申込

https://www.okbc.or.jp/assets/documents/judgement/j-shinsaweb.pdf

